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▽
決
算
の
処
理

４
．
特
別
会
計
の
決
算

会
計
上
、
宗
教
法
人
に
お
い
て
は
「
一
般
会
計
」
と
「
特
別
会
計
」

に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
会
計
と
は
、
宗
教
法
人
本
来
の
宗
教
活
動
の
会
計
で
す
。

特
別
会
計
と
は
、
宗
教
法
人
が
特
別
に
事
業
を
行
う
場
合
に
設
け

る
会
計
で
、
境
内
建
物
の
新
築
等
の
長
期
に
わ
た
る
大
規
模
な
計
画

を
行
う
場
合
の
会
計
の
ほ
か
、
公
益
事
業
を
行
う
場
合
や
公
益
事
業

以
外
の
事
業
を
行
う
場
合
の
会
計
が
あ
り
ま
す
。

特
別
会
計
を
設
け
る
場
合
に
は
一
般
会
計
と
の
分
離
が
重
要
で
、
通

信
費
や
水
道
光
熱
費
等
の
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
両
方
に
共
通
す

る
科
目
を
、
内
容
に
よ
り
適
正
に
区
分
し
ま
す
。
特
別
会
計
と
一
般

会
計
の
区
分
が
明
確
に
で
き
な
い
場
合
に
は
、
合
理
的
な
方
法
に
よ

り
経
費
の
按
分
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
作
成
さ
れ
る
帳
簿
等
に
つ
い
て
も
一
般
会
計
と
特
別
会
計

で
区
分
し
て
作
成
し
ま
す
。

宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
に
資

す
る
た
め
、『
宗
報
』（
令
和
２
年
４
月
号
）
よ
り
、
宗
教
法
人
の

会
計
・
税
務
に
つ
い
て
、
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

今
号
は
引
き
続
き
、決
算
の
処
理
に
つ
い
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

寺院の適切な管理運営について

▷ 会計・税務⑦

寺院活動支援部〈一般寺院担当〉
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な
お
、
宗
教
法
人
の
税
務
申
告
で
、
法
人
税
等
に
つ
い
て
は
収
益
事

業
の
み
申
告
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
消
費
税
の
申
告
に
つ
い
て

は
、
特
別
会
計
の
み
で
な
く
一
般
会
計
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
計
算

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
消
費
税
の
申
告
を
行
う
宗
教
法
人
は
、
特

別
会
計
の
み
で
な
く
一
般
会
計
も
含
め
消
費
税
の
計
算
を
す
る
よ
う

に
し
ま
す
。

【
特
別
会
計
の
注
意
点
】

①
会
計
単
位
ご
と
に
税
抜
方
式
ま
た
は
税
込
方
式
の
識
別
は
で
き

な
い
。

②
収
入
・
支
出
の
会
計
科
目
の
う
ち
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計
と

両
方
に
区
分
さ
れ
る
科
目
に
つ
い
て
は
按
分
処
理
を
行
う
。

５
．
会
計
監
査
と
事
務
監
査

⑴
監
査
機
関

監
査
機
関
は
、
宗
教
法
人
が
必
ず
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

機
関
で
は
な
く
、
寺
院
の
法
人
規
則
で
あ
る
寺
則
に
定
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
任
意
機
関
で
す
。

監
査
の
目
的
は
、
宗
教
法
人
の
体
制
の
整
備
や
運
用
状
況
・
法

令
の
遵
守
状
況
等
が
適
正
、
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

に
あ
り
、
監
査
機
関
は
宗
教
法
人
自
ら
そ
の
運
営
を
適
正
に
行
っ

て
い
く
た
め
に
は
必
要
な
機
関
で
あ
る
た
め
、
設
置
す
る
の
が
望

ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

監
査
機
関
が
行
う
監
査
に
は
以
下
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
会
計
監
査

②
事
務
監
査

①
は
宗
教
法
人
の
収
入
や
支
出
や
法
人
財
産
と
い
っ
た
会
計
全

般
に
つ
い
て
、
②
は
代
表
役
員
の
事
務
執
行
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

上
記
を
実
施
す
る
か
否
か
は
宗
教
法
人
で
定
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
状
況
に
応
じ
て
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
実
施
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。

⑵
会
計
監
査

会
計
監
査
は
、
収
支
計
算
書
、
予
算
管
理
簿
、
証
憑
書
類
と
い
っ

た
幅
広
い
資
料
を
対
象
に
会
計
事
務
処
理
全
般
に
つ
い
て
行
い
ま

す
。監

査
は
、
以
下
の
事
項
を
中
心
に
実
施
さ
れ
、
監
査
機
関
は
そ

の
結
果
に
つ
い
て
は
責
任
役
員
会
等
の
機
関
に
報
告
し
ま
す
。

・
収
支
計
算
書
及
び
財
産
目
録
が
正
し
く
作
成
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
、
ま
た
収
入
・
支
出
予
算
管
理
簿
や
財
産
管
理
簿
の

金
額
と
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

・
宗
教
法
人
の
活
動
に
関
す
る
す
べ
て
の
収
入
・
支
出
が
網
羅

的
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
計
算
が
正
確
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
。

・
収
入
、
支
出
管
理
簿
及
び
財
産
管
理
簿
の
記
載
内
容
に
つ
い

て
登
記
事
項
証
明
書
、
預
金
通
帳
、
有
価
証
券
、
領
収
書
、
請

求
書
と
い
っ
た
書
類
や
実
査
確
認
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
確
性
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情報コーナー

を
確
認
す
る
。

・
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
区
分
経
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

・
領
収
書
等
の
保
管
す
べ
き
書
類
が
整
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
。

・
予
算
の
超
過
の
支
出
が
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

⑶
事
務
監
査

宗
教
法
人
の
運
営
は
「
宗
教
活
動
」
と
「
事
務
」
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

宗
教
法
人
は
主
た
る
目
的
で
あ
る
宗
教
活
動
を
行
う
た
め
に
、
礼

拝
施
設
を
維
持
管
理
す
る
等
、
間
接
的
な
業
務
も
併
せ
て
行
う
こ

と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
活
動
を
行
う
う
え
で

必
要
な
業
務
の
こ
と
を
宗
教
法
人
の
「
事
務
」
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
宗
教
法
人
の「
事
務
」の
決
定
は
、
代
表
役
員
が
自
由
に
行
っ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
門
徒
総
代
の
同
意
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を

経
て
、
決
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
宗
派
の
承
認

や
所
轄
庁
の
認
証
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

事
務
監
査
で
は
、
代
表
役
員
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
事
務
が
適

正
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
ま
す
。

監
査
で
は
以
下
の
事
項
を
中
心
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

・
法
人
の
運
営
が
法
令
や
規
則
に
基
づ
い
て
適
正
に
行
わ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
。

・
代
表
役
員
の
職
務
で
あ
る
責
任
役
員
会
等
の
招
集
、
所
轄
庁

へ
の
規
則
変
更
等
の
認
証
の
申
請
、
変
更
の
登
記
、
公
告
、
財

産
目
録
等
の
事
務
所
へ
の
備
付
け
が
怠
り
な
く
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
。

・
宗
教
法
人
の
営
む
公
益
事
業
以
外
の
事
業
が
宗
教
法
人
の
目

的
に
反
し
た
運
営
と
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。

本
内
容
は
、
宗
派
顧
問
税
理
士
「
税
理
士
法
人
ゆ
び
す
い
」

編
著
の
『
実
務
が
わ
か
る
「
宗
教
法
人
会
計
・
税
務
」
基
礎
か

ら
行
政
手
続
き
ま
で
』（
株
式
会
社
出
版
文
化
社
、
２
０
１
８
）
に

基
づ
き
、
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。


